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第７回南部町議会定例会 

  

議事日程（第４号） 

平成19年３月８日（木）午前10時開議 

 

第 １ 議案第１号 南部町副町長の定数に関する条例の制定について 

第 ２ 議案第２号 南部町表彰条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 ３ 議案第３号 南部町健康増進センター条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ４ 議案第４号 南部町多目的研修センター条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 ５ 議案第５号 南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ６ 議案第６号 南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ７ 議案第７号 ふるさと創生基金条例を廃止する条例の制定について 

第 ８ 議案第８号 南部町立公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ９ 議案第９号 南部町運動公園条例の一部を改正する条例の制定について 

第 10 議案第10号 南部町在宅介護支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

第 11 議案第11号 南部町予防接種健康被害調査委員会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

第 12 議案第12号 南部町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例の制定について 

第 13 議案第13号 三戸郡町村会館管理組合規約の変更について 

第 14 議案第14号 三戸郡福祉事務組合規約の変更について 

第 15 議案第15号 三戸地区環境整備事務組合規約の変更について 

第 16 議案第16号 三戸地区塵芥処理事務組合規約の変更について 

第 17 議案第17号 田子高原広域事務組合規約の変更について 

第 18 議案第18号 青森県新産業都市建設事業団に委託すべき事業に関する計画の一部変更

に係る協議について 

第 19 議案第19号 平成18年度南部町一般会計補正予算（第７号） 

第 20 議案第20号 平成18年度南部町学校給食センター特別会計補正予算（第３号） 

第 21 議案第21号 平成18年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計補正予算（第３号） 

第 22 議案第22号 平成18年度南部町ボートピア交付金事業特別会計補正予算（第２号） 

第 23 議案第23号 平成18年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 
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第 24 議案第24号 平成18年度南部町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

第 25 議案第25号 平成18年度南部町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

第 26 議案第26号 平成18年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） 

第 27 議案第27号 平成18年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

第 28 議案第28号 平成18年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号） 

第 29 議案第29号 平成18年度南部町営地方卸売市場特別会計補正予算（第３号） 

第 30 議案第30号 平成18年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第４号） 

第 31 議案第31号 平成19年度南部町一般会計予算 

第 32 議案第32号 平成19年度南部町学校給食センター特別会計予算 

第 33 議案第33号 平成19年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計予算 

第 34 議案第34号 平成19年度南部町ボートピア交付金事業特別会計予算 

第 35 議案第35号 平成19年度南部町国民健康保険特別会計予算 

第 36 議案第36号 平成19年度南部町老人保健特別会計予算 

第 37 議案第37号 平成19年度南部町介護保険特別会計予算 

第 38 議案第38号 平成19年度南部町介護サービス事業特別会計予算 

第 39 議案第39号 平成19年度南部町国民健康保険名川病院事業会計予算 

第 40 議案第40号 平成19年度南部町公共下水道事業特別会計予算 

第 41 議案第41号 平成19年度南部町農業集落排水事業特別会計予算 

第 42 議案第42号 平成19年度南部町簡易水道事業特別会計予算 

第 43 議案第43号 平成19年度南部町営地方卸売市場特別会計予算 

第 44 議案第44号 平成19年度南部町工業団地造成事業特別会計予算 

第 45 議案第45号 平成19年度南部町介護老人保健施設特別会計予算 

第 46 議案第46号 平成19年度南部町大字上名久井財産区特別会計予算 

第 47 議案第47号 平成19年度南部町大字平財産区特別会計予算 

第 48 議案第48号 平成19年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計予算 

第 49 議案第49号 平成19年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計予算 

第 50 議案第50号 平成19年度南部町大平財産区特別会計予算 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 
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出席議員（36名） 

  1番  河門前 正 彦 君       2番  高 橋 隆 博 君 

  3番  川守田 倉 松 君       4番  沖 田 豊 治 君 

  5番  川 井 健 雄 君       6番  西 塚 英 夫 君 

       7番  中 村 善 一 君       8番  佐々木 勝 見 君 

10番  夏 坂 清 蔵 君      11番  長 根 和 夫 君 

12番  工 藤 幸 子 君      13番  四 戸   清 君 

 14番  内 村 貞 子 君      15番  工 藤 和 夫 君 

 17番  佐々木 幹 夫 君      18番  馬 場 又 彦 君 

 19番  日向端   猛 君      20番  立 花 寛 子 君 

 22番  大久保 俊 和 君      24番  滝 田 米 作 君 

 25番  川守田   稔 君      26番  佐々木 金 嘉 君 

 27番  工 藤 久 夫 君      28番  坂 本 正 紀 君 

 31番  相 田 耕 作 君      32番  山 口 博 个 君 

 33番  沼 畑   繁 君      34番  小笠原 義 弘 君 

 35番  佐々木 元 作 君      36番  伊 達 一 夫 君 

 37番  金 沢 和 夫 君      39番  東   寿 一 君 

 40番  宮 野   正 君      41番  西 塚 芳 弥 君 

 42番  野 田 清 八 君      43番  佐々木 由 治 君 

 

欠席議員（２名） 

    9番  庭 田 豊 茂 君      30番  河 端 幸 蔵 君 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町     長  工 藤 祐 直 君  助     役  赤 石 武 城 君 

収入役兼掌助役  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 

企 画 課 長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  堀 内 冨士夫 君 

税 務 課 長  坂 本 好 孝 君  住民生活課長  小野寺 直 和 君 

福 祉 課 長  立 花 和 則 君  健康増進課長  佐々木 博 美 君 
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環境衛生課長  神 山 不二彦 君  商工観光課長  有 谷   隆 君 

建 設 課 長  西 野 耕太郎 君  福地総合サービス課長  川 井 和 男 君 

名川総合サービス課長  田 村 淑 延 君  南部総合サービス課長  山 口 裕 貢 君 

出 納 室 長  坂 本 與志美 君  名川病院事務長  堀 合 悦 夫 君 

老健なんぶ事務長  佐々木 利 文 君  市  場  長  堀 内 誠 悦 君 

総務課総務推進監  小萩沢 孝 一 君  農林課農林推進監  岩 舘 茂 好 君 

農林課グリーン・ツーリズム推進室長  小笠原   覚 君  教 育 委 員 長  赤 平   實 君 

教  育  長  角 濱 清 輝 君  学 務 課 長  佐々木 秀 雄 君 

社会教育課長  工 藤 光 行 君  選挙管理委員会委員長職務代理者  谷 内 弘 司 君 

農業委員会会長  沼 畑 俊 一 君  農業委員会事務局長  後 村 森 夫 君 

代表監査委員  松 本 陽 一 君 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 野 雅 司    主     幹  板 垣 悦 子 

主     査  岩 間 孝 幸 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（工藤久夫君） ただいまの出席議員数は32人でございます。定足数に達しておりますの

で、これより第７回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第１、議案第１号、南部町副町長の定数に関する条例の制定につい

てを議題といたします。 

本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第１号、南部町副町長の定数に関する条例制定についてご説明

します。 

 地方自治法の一部改正に伴い、副町長の定数を定めるため条例を制定するものですが、地方自

治法の一部改正について、この条例制定及び今回提出している条例の一部改正並びに一部事務組

合の規約の変更に関するところを先にご説明申し上げます。 

まず、助役制度の見直しであります。助役は副市町村長に名称変更となり、その定数は条例で

定めることとしております。 

次に、収入役の見直しでありますが、収入役に関することを廃止し、会計管理者１人を置くこ

ととしております。会計管理者は、一般職員のうちから、地方公共団体の長が命ずるとなってお

ります。 

次に、吏員制度の廃止であります。これまでは事務吏員、その他の職員とありましたが、その

区分を廃止し、職員とするものであります。関係するところは以上であります。 

それでは、次の２ページをお開きください。地方自治法の規定に基づき、副町長の定数につい
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て定めるもので、その定数は２人とするものです。 

附則、第１項、施行期日でありますが、この条例は平成19年４月１日から施行する。第２項、

南部町助役の定数に関する条例は、助役が副町長と改められることから廃止するものです。第３

項、南部町に収入役を置かない条例は、収入役に関することを廃止することになることから、こ

この条例につきましては、廃止するものであります。 

以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 今の説明ありましたが、この条例は副町長の定数を定めるということで

ありますが、ご説明の中にありましたように、副町長の定数を定める条例制定でありますが、現

在、ただいまお話にありましたが、収入役としての役を果たしているところの職員をどのような

観点からその方をお選びになったのか、現在、収入役としての仕事には支障がないのかどうか、

現状をお話していただきたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） まず先に、地方自治法が改正になるものですから、その自治法に基

づいて条例を改正するというのが一つであります。 

それから、職務の方につきましては、これまで収入役が行っていたものが今度は会計管理者が

行うことになります。その人選につきましては、４月１日からの人事異動になると思いますが、

これから人選が行われるものと思っております。 

以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。５番、川井健雄君。 

 

〇５番（川井健雄君） 県内40市町村のうちで、副町長を２人置くというのは四つだけみたいな

んですが、その２人という案の考えはどういうことなのかお知らせ願います。 
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〇議長（工藤久夫君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） このことにつきましては、昨年合併したときに、３月議会でいわゆる助

役の２人制をご説明申し上げて、その分収入役は置かないと。通常のスタイルですと、助役１名、

収入役１名というのが従来のスタイルでしたけれども、収入役は置かないで、合併当初この期間、

非常に複雑化、乗り切っていかなければならないということで、２人制の助役をお願いしたいと

いうことを昨年の３月議会で承認をいただいて、２人制にしております。40市町村中４市町村と

いうことでございますが、それはそれぞれの合併のスタイルの方法、さまざま事情が異なると思

います。南部町としては、まずこの合併のスタート、いろいろな部分で２人体制をとっていただ

いて、難題を乗り切っていかなければならないということで、昨年２人制をお願いしております

ので、それと同じスタイルでお願いをしたいと。今まで助役と呼んでいたのが副町長という呼び

名に変わると、こういうことでご理解をいただきたいなと思っております。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。６番、西塚英夫君。 

 

〇６番（西塚英夫君） この自治法で名前が変わったということなんですけれども、名前の変わ

った根拠というんだか、国で変えたということなんでしょうけれども、意味がどういう意味なん

でしょうか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 一つは、今度これまでは、長の職務の代理という観がありましたけ

れども、これに加えまして、長の命を受け、政策、企画をつかさどるということであります。こ

の件につきましては、長の権限であります長から委任を受けた場合行うことができるということ

であります。 

以上であります。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。20番、立花寛子君。 

（20番 立花寛子君 登壇） 

 

〇20番（立花寛子君） 議案第１号、南部町副町長の定数に関する条例の制定についての討論を

行います。 

地方自治法の一部が変更となり、市町村の助役は副市町村に改称し、首長を補佐する副知事、

副市町村長の権限などを明確化したものです。また、出納長、収入役の廃止は首長へのチェック

機能を弱めることになります。議会の同意による特別職である出納長、収入役は副知事、助役の

場合とは異なり、首長による任期中の一方的な解職は認められておりません。法改正前に首長か

ら独立してその職務を遂行すべき責任を負う出納長、収入役の身分を保障し、会計事務の公正と

持続性を保障するものとなっておりました。地方自治法を先取りして、収入役を廃止したことは

間違いだったということを述べ、地方自治法の一部改正について反対するものであります。 

反対討論を終ります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。ほかに討論ございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第２、議案第２号、南部町表彰条例等の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 
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本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第２号、南部町表彰条例等の一部を改正する条例の制定につい

て説明いたします。 

 地方自治法の一部改正に伴いまして、関連する条例について所要の改正を行うものでありま

す。 

次の４ページをお願いします。第１条、南部町表彰条例の一部改正、第２条、南部町特別職報

酬等審議会条例の一部改正、第３条、南部町長及び助役の給与に関する条例の一部改正、第４条、

南部町職員等旅費に関する条例の一部改正、第５条、南部町町税条例の一部改正について、それ

から第６条、南部町行政財産使用料徴収条例の一部改正、第７条、南部町の消防団員の定員、任

用、給与、服務等に関する条例の一部改正。 

次のページをお願いします。第８条、南部町国民健康保険名川病院事業の設置等に関する条例

の一部改正。これらの条例につきましては、地方自治法の一部改正によりまして、それぞれの条

例に規定されております「助役」を「副町長」に、「収入役の事務を兼掌する助役」を「会計管

理者」に、「町吏員」を「町職員」に改めるほか、字句の整理をするものであります。 

附則、施行期日、第１項、この条例は平成19年４月１日から施行する。第２項は期末手当額に

ついてでありますが、６月に支給するときに、６月１日の基準日以前において在職期間により支

給率が異なります。この場合、助役と副町長の在職期間を通算して在職期間とするものでありま

す。 

以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 
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 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第３、議案第３号、南部町健康増進センター条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題といたします。 

本案について説明を求めます。商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 議案第３号、南部町健康増進センター条例の一部を改正する条例

の制定についてご説明申し上げます。 

 初めに、提案理由であります。南部町健康増進センターのふくち屋外プール及びふくちアイス

アリーナについて、利用料金を指定管理者の収入として収受させるとともに、集団的または常習

的に暴力的不法行為を行う組織の利益となる利用を排除する規定を加えるため、条例の改正を行

うものであります。 

 次のページをお開きください。南部町健康増進センター条例の一部を次のように改正すると。

第５条第２項中とございます。第５条は利用の許可について定めておる条文でございます。字句

の訂正のみで内容には変更がございません。 

次に、第６条中「承認」を「許可」に改めとございます。第６条は利用の制限を定めておりま

す。提案理由で申し上げました暴力組織の利用制限を定めるものであります。（３）ということ

ころを朗読します。３号、集団的または常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になる行為を

行うおそれがあると認められる者を新たにつけ加えるものであります。 

次に、第８条中は、利用許可の取り消し等について定めております。字句の訂正のみでありま

す。 

次に、第９条に次の２項を加えるとございます。これは利用料金について定めたものでありま

す。指定管理者に直接収受させることに伴う改正となっております。５項、福地屋外プールを利
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用する者は、別表第５に掲げる利用料金を前納しなければならない。６項、ふくちアイスアリー

ナの施設、スケート靴を利用する者は、別表第６に掲げる利用料金を前納しなければならない。

の２項を加えるものであります。 

次に、第10条第１項中とございます。第10条は利用料金の納入を定めております。第10条の２

行目になりますが、同条２項の改正後は、ここに利用料金を温泉保養館「バーデハウスふくち」、

交流ターミナル「アヴァンセふくち」と施設名が記入されておりますが、この本文を全文読み上

げますと、２項、町長は温泉保養館「バーデハウスふくち」及び交流ターミナル「アヴァンセふ

くち」の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。に改めるものであります。 

以降、11条からはこれらの改正に伴い条文、条項の繰り上げ等になってございますので、省略

させていただきます。 

この条例の施行は平成19年４月１日から施行するものであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。35番、佐々木元作君。 

 

〇35番（佐々木元作君） いわゆるアイスアリーナ等でも、前納、今後、個人の場合は入るとき

に当然料金を払って入るんだろうと思いますが、例えばクラブとか、学校とかいろいろな練習み

たいな場合でも使っているやにも聞いているんですが、そういう団体的な練習等の場合でもそれ

は前納になるものですか、そういう支障がないかちょっと伺いしたいんですが。 

 

〇議長（工藤久夫君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（有谷隆君） 料金の納入につきましては、今までどおりのシステムということ

でご理解していただきたいと思います。これの改正の主な内容は今まで、指定管理者が一たん納

めたお金を町の教育委員会の方に納入して、それを委託料として支払っていたものを省略すると

いう形になるものであります。施設で利用料金を払うのは今までと変わりはございません。 

以上です。 

 

〇35番（佐々木元作君） はい、わかりました。 
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〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第４、議案第４号、南部町多目的研修センター条例等の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第４号、南部町多目的研修センター条例等の一部を改正する条

例の制定について説明をいたします。 

次の10ページをお願いいたします。第１条、南部町多目的研修センター条例の一部改正、第２

条、南部町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例の一部改正、第３条、南部町立名川町民ホール条例の一部改

正。 

次のページをお願いします。第４条、南部町民体育館条例の一部改正、それから第５条、南部

町体育センター条例の一部改正、第６条、南部町保健福祉センター条例の一部改正、これはぼた

んの里、ゆとりあが入ります。それから、第７条ですが、南部町農村環境改善センター条例の一
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部改正、第８条、南部町鳥舌内すこやかセンター条例の一部改正、第９条、南部町観光施設条例

の一部改正、これは名川チェリリン村であります。それから次、第10条、南部町農林漁業体験実

習館チェリウス条例の一部改正。 

次のページをお願いします。第11条、南部町ふれあい交流プラザ条例の一部改正、第12条、南

部町総合交流ターミナル条例の一部改正、これはアヴァンセふくちであります。第13条、南部町

あけぼの多目的広場条例の一部改正、第14条、南部町自然公園条例の一部改正でありますが、こ

れは公園が６カ所ほど入っております。第15条、南部町ふれあい公園条例の一部改正であります。

これらの条例につきましては、集団的または常習的に暴力的不法行為を行う組織、これは暴力団

のことでありますが、この団体の利益につながるおそれがあるときには、先ほど申し上げました

各条例における施設及び公園の利用について許可をしない、あるいは許可をした後でもそのこと

が判明したときは、許可を取り消すことができるように規定し、利用を拒否するものであります。 

なお、対象となる施設は、100人以上の人員を収容できるところとしておりますが、100人未満

でありましても、宿泊を伴う施設は対象としております。 

附則、この条例は平成19年４月１日から施行する。 

以上であります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。25番、川守田稔君。 

 

〇25番（川守田稔君） お伺いしたいのは、組織の利益になる行為を行うおそれがあると認める

と。例えばどういったことがどういったふうに適用になるのかなという、大体のところをちょっ

とご説明いただけませんか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） その団体が歌謡ショーとかディナーショー、あるいは法要等を行う

ときに、団体で場所を借りるわけですが、そうした場合に、前の例があったみたいなんですけれ

ども、市町村の職員の共済会館というのがありますけれども、ああいう施設を借りてやったとき

があるということで、今、全国的に暴力団の締め出しというのをやっているみたいですが、そう

した場合に、中央で締めつけをやったときに、地方公共団体の施設を借りるんでないかというこ
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とで、この規定を設けてほしいという、これは青森県の警察署の方からも要請がありましたので、

今回この部分を条例の中に入れるわけであります。 

以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 25番、川守田稔君。 

 

〇25番（川守田稔君） そういうことに限っての目的なのであれば、そういうふうに限ったこと

を何かしらの文章を入れてもいいのかなと思うんですが、多分それはその場合に応じていろいろ

今後柔軟に受けとめるべきものだと思うんですよ、これは。こういうふうな制定の仕方をすれば。

となれば、例えば間接的にその利益につながるかどうか、そういったケースというのは多分出て

くるんだと思うんですけれども、そうしたら、一体全体そのいわゆる暴力団という範囲が一体全

体だれ、どういう人間になるんだということも問題になってきますよね。そうすると、例えば構

成員、準構成員まで行くのか、例えば引退した人の範囲まで行くのか、ちょっとその辺を示して

いただきたいと思うんですが、よろしいですか。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 今、私のところで参考として暴力団に関する法律を見ておりますと、

その団体の構成員となっておりますので、その辺、今ご質問を受けました分につきましては、う

ちの方でもう少し勉強をしておきたいと思っております。 

なお、先ほど申し上げましたが、貸し出しをしてから後でわかった場合というのは、後でわか

るというのは、例えばこちらの方で、じゃあ窓口でこの方を受付で、すぐ判明するというのはな

かなか難しいと思いますので、後で警察署の方からそういう連絡が入った場合になると思いま

す。なかなか受付の部分では難しいと思いますが、ただ、これを規定しておりますと、こういう

ことでありますので、お貸しできませんという担当者の方でもその窓口で処理できるのかなと思

っております。 

以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 25番、川守田稔君。 
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〇25番（川守田稔君） これらの施設が町の直営であればそういったこともある程度私らがそう

いう訴えをおおせつかったときとか、対処の仕方もあるかと思うんですけれども、例えばこれが

指定管理者として、民間の運営ということになれば、またその意味合いが違ってくるだろうと。

それで、余り常識を逸したような条例の解釈を用いるとは、私は思えないんですが、できれば、

そのようなことのないようと思いまして、答弁は結構です。ありがとうございました。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第５、議案第５号、南部町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第５号、南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について説明いたします。 

 平成18年人事院勧告に準じ、南部町職員に支給される扶養手当のうち、３人目以降の子に対す
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る支給月額を引き上げるとともに、管理職手当について所要の改正を行うため、条例の改正を行

うものであります。 

次のページをお願いします。第７条の２でありますが、これは管理職手当の額に関することで

あります。前はその職員の受ける給料月額の25％を超えない範囲内ということで、規則で定める

ことになっておりましたが、これをその職員の「属する職務の級における最高の号給の」額に改

めるものであります。この号給の25％を超えないというのは、これは変わらない、そのままであ

ります。 

次に、第８条第３項でありますが、扶養手当の額に関することであります。配偶者以外の扶養

手当につきましては、２人まで１人につき6,000円でありました。で、３人目以降は5,000円であ

りましたけれども、今度は３人目以降も6,000円とするものであります。 

附則、施行期日でありますが、この条例は平成19年４月１日から施行するものであります。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 議案第５号、南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての質問でありますが、人事院勧告に準じての改正ということでありますが、特に、管

理職手当についてどのようになるのか、具体的な数字なり、例を示していただきたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 管理職手当の具体的なことにつきましては、規則で定めております

けれども、これまでは一番高いところで９％、それから８％、６％の支給でございました。これ

が今度は定額化ということで、現在予定しております金額を申し上げますと、９％であったもの

が３万5,000円、それから８％であったものが３万円、６％であったものが２万3,000円という、

この数字を予定しております。で、前の支給額に比較いたしますと、若干引き下げという形にな

っております。 

以上であります。 
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〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。20番、立花寛子君。 

（20番 立花寛子君 登壇） 

 

〇20番（立花寛子君） 議案第５号、南部町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について討論を行います。 

人事院勧告によって管理職手当が改正される点は管理職の労働意欲をそぎ、現場の労働状況を

理解していないもとでの勧告ではないでしょうか。人事院の勧告に反対を表明し、議案第５号に

反対するものであります。 

反対討論を終ります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

ほかに討論ございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第６、議案第６号、南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 
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 本案について説明を求めます。住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） それでは、議案第６号、南部町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明いたします。 

 18ページですが、提案理由といたしまして、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施

行に伴い、国民健康保険税の基礎課税額を引き上げるものでございます。 

次のページをお開きください。南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。第２条及び

第13条中「53万円」を「56万円」に改めると。これはいわゆる限度額を「53万円」から「56万円」

にするというものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成19年４月１日から施行するというものでございます。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。20番、立花寛子君。 

 

〇20番（立花寛子君） 最高限度額を53万円から56万円に引き上げることによっての影響は何世

帯になるでしょうか。また、収入がふえなくても、定率減税の廃止によっても影響があると思わ

れますが、どのくらいの方が影響を受けるのか、数字でお知らせください。 

 

〇議長（工藤久夫君） 住民生活課長。 

 

〇住民生活課長（小野寺直和君） 18年度に課税限度額の方が84世帯ございましたが、この53万

円から56万円に上げることによって、そこから限度額でなくなるという方が16名ございます。残

る68名はそのまま56万円の限度額の計算ということになってございます。 

 以上です。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 
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 討論に入ります。討論はありませんか。20番、立花寛子君。 

（20番 立花寛子君 登壇） 

 

〇20番（立花寛子君） 議案第６号、南部町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて討論を行います。 

国民健康保険制度そのものが生活を破壊している状況ではないでしょうか。保険料が高過ぎて

払えない人をふやしているのに、最高限度額を引き上げるでは、ますます貧困を広げるばかりに

なるのではないでしょうか。最高限度額の引き上げに反対して、反対討論といたします。 

反対討論を終ります。 

 

〇議長（工藤久夫君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。35番、佐々木元作君。 

（35番 佐々木元作君 登壇） 

 

〇35番（佐々木元作君） 私は本案に対して賛成の討論をするものであります。 

この議案については、過般町長より諮問案が出まして、私ども国保運営協議会において、慎重

なる協議をいたしました。正常な国保運営をするには、この案については、皆さん議員各位の賛

同をいただけるものと思っておりますので、どうぞ、賛成の気持ちで本案を可決していただきた

くお願い申し上げます。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに討論ございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（工藤久夫君） 日程第７、議案第７号、南部町ふるさと創生基金条例を廃止する条例の

制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） 議案第７号、南部町ふるさと創生基金条例を廃止する条例の制定

について説明いたします。 

 提案理由といたしまして、みずからが考え、みずから行う地域づくりを展開するため各種事業

に充当してきたところであり、その目的が達成されたことから、基金を廃止するものであります。 

21ページの方をお願いたします。附則のところでありますが、第１項でありますけれども、こ

の条例は19年３月30日から施行する。第２項は、この条例の施行の日の前日において南部町ふる

さと創生基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において南部町一般会計に属

するものとしております。現金は、155万円の見込みであります。 

以上で説明を終りたいと思います。 

 

〇議長（工藤久夫君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。32番、山口博个君。 

 

〇32番（山口博个君） この南部町ふるさと創生基金をつくるときは、大変鳴り物入りでつくっ

たはずです。その目的を達成したということで、なくするというのだと思いますが、最初の目的

を言ってください。その経緯を言ってください。だからやめるんだと、そういうことをおっしゃ

っていただきたい。 

 

〇議長（工藤久夫君） 財政課長。 

 

〇財政課長（堀内冨士夫君） この基金の創設のときは昭和63年でありました。交付税算入にあ

りましたふるさと創生基金、各町村１億円ということで、昭和63年には2,000万円、翌年度元年

には8,000万円、各町村に１億円の創生基金が交付税算入となりました。それで各町村、いわゆ

る合併前３町村においては、63年分の算入分2,000万円を各町において基金に積み立てて、いわ
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ゆるいろいろな町村における事業に充当してその活用を図ってまいりましたということであり

ます。合併のときのこの３町村持ち寄った残高が888万3,000円でございました。17年度の取り崩

し額が733万円でありまして、充当事業はバーデハウスの改修事業に充てましたと。それから18年

度、今年度当初におきましては、150万円を取り崩しましてバーデハウスの改修、あるいはナマ

ズ養殖出荷組合の補助金などへ交付しております。 

この基金を果実運用、もしくは取り崩しということで運用してまいりましたが、いわゆる果実

運用ではなかなか思うような効果が上がらないということで、基金を取り崩していろいろな事業

に充当してまいりました。よって、今年度当初予算におきましては、150万円ほどの残高になっ

ておりました。18年当初予算で150万円の取り崩しを予定しておりましたので、基金が利息を含

めて５万5,000円よりなくなるよと。そういうことで、いわゆるこの基金の目的を基金の残高が

なくなりましたので、これを廃止すると。 

このほかに目的基金の中で、ふるさと活性化対策基金というのがございます。そういった同種

の基金もございますので、こちらの方は残高がなくなったので廃止して、そしてまた別の方の基

金でもってまたいろいろな事業に展開してまいりたいと、このような考えで廃止するものであり

ます。 

以上であります。 

 

〇議長（工藤久夫君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（工藤久夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 




